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彦根市長　　　　　　　　印
督　促　状
　　　　　　　　　　　　　　　　の納付について
　下記の金額が未納になっておりますので、至急納めてください。納付書がお手元に無い場合は、再発行しますので下記連絡先までご連絡願います。
科目
調年
賦年
期/月
通知書番号
納期限






金額
督促手数料
延滞金


納付(入)時計算(下記参照)
　　この督促状の照合日は、　　年　　月　　日現在です。
　　※すでに納付済みの場合は本書行き違いですので、ご了承ください。
納期限を過ぎると、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)以内の割合をもって計算して得た金額に相当する延滞金の額を加算して納付いただきます。
この督促状に記載された指定納付期限までに納付がない場合は、滞納処分を受けることがありますのでご注意ください。
教示
1　この処分に不服がある場合は、この督促状を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、国民健康保険料の場合は滋賀県国民健康保険審査会に、介護保険料の場合は滋賀県介護保険審査会に、後期高齢者医療保険料の場合は滋賀県後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができます。
2　この処分の取消しを求める訴えは、1の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市長となります。)、提起することができます。
なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しを求める訴えは、提起することができなくなります。
また、この処分の取消しを求める訴えは、1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の各号のいずれかに該当するときは、裁決を経ないでこの処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
(1)　審査請求があった日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
(2)　処分、処分の執行または手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要がある
とき。
(3)　その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
　　本状についてのお問合せは、債権管理課までご連絡ください。
　　債権管理課　　電話
お支払は、お近くの金融機関または市役所で納付してください。
指定期日：
〒522－8501　　　　　　　　　　
彦根市元町4番2号　　　　　　
彦根市役所総務部　債権管理課　
電話　　　　　　　　　　　　　


